
福
島
復
興
再
生
特
別
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
に
関
す
る
政
令
案
要
綱

第
一

福
島
復
興
再
生
特
別
措
置
法
施
行
令
の
一
部
改
正

一

国
が
認
定
特
定
帰
還
居
住
区
域
復
興
再
生
計
画
に
基
づ
い
て
行
う
土
地
改
良
事
業
に
つ
い
て
の
福
島
県
の
負
担
金
の
額

は
、
当
該
土
地
改
良
事
業
に
要
す
る
費
用
の
額
か
ら
、
福
島
県
が
自
ら
当
該
土
地
改
良
事
業
を
行
う
こ
と
と
し
た
場
合
に

国
が
福
島
県
に
交
付
す
べ
き
補
助
金
の
額
に
相
当
す
る
額
を
控
除
し
た
額
と
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。（

第
十
九
条
関
係
）

二

漁
港
漁
場
整
備
法
等
の
特
例

１

認
定
特
定
帰
還
居
住
区
域
復
興
再
生
計
画
に
基
づ
い
て
行
う
漁
港
漁
場
整
備
事
業
に
関
す
る
工
事
、
砂
防
工
事
等
を

施
行
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
工
事
の
区
域
及
び
工
事
の
開
始
の
日
を
公
示
等
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

も
の
と
す
る
こ
と
。
工
事
の
全
部
又
は
一
部
を
完
了
し
、
又
は
廃
止
し
よ
う
と
す
る
と
き
も
、
工
事
の
開
始
の
場
合
に

準
じ
て
そ
の
旨
を
公
示
等
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

２

主
務
大
臣
が
福
島
県
等
に
代
わ
っ
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
権
限
は
、
他
人
の
土
地
等
に
立
ち
入
る
権
限
、
工
事
の
費

用
を
負
担
さ
せ
る
権
限
等
と
す
る
こ
と
。



３

２
に
規
定
す
る
主
務
大
臣
の
権
限
は
、
１
の
規
定
に
よ
り
公
示
等
さ
れ
た
工
事
の
区
域
に
つ
き
、
公
示
等
さ
れ
た
工

事
の
開
始
の
日
か
ら
当
該
工
事
の
完
了
又
は
廃
止
の
日
ま
で
に
限
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し

、
一
部
の
権
限
は
、
当
該
工
事
の
完
了
又
は
廃
止
の
日
後
に
お
い
て
も
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

４

主
務
大
臣
は
、
福
島
県
に
代
わ
っ
て
一
部
の
権
限
を
行
っ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
福
島
県
に

通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
十
条
か
ら
第
二
十
七
条
ま
で
関
係
）

三

帰
還
・
移
住
等
環
境
整
備
推
進
法
人
の
業
務
と
し
て
取
得
、
管
理
及
び
譲
渡
を
行
う
土
地
は
、
福
島
復
興
再
生
特
別
措

置
法
第
四
十
八
条
の
十
五
第
二
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
事
業
の
用
に
供
す
る
土
地
及
び
当
該
事
業
に
係
る
代
替
地
の

用
に
供
す
る
土
地
と
す
る
こ
と
。

（
第
三
十
八
条
関
係
）

四

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

第
二

そ
の
他
関
係
政
令
に
つ
い
て
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

第
三

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。


